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１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う朝日ライフ 日経平均ファンドの受益権の募集に

ついては、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出

書を平成22年2月12日に関東財務局長に提出しており、平成22年2月13日にその効力が生じており

ます。 

２．委託会社は、この投資信託説明書（交付目論見書）のほかに、金融商品取引法第13条第2項第2号

の規定に基づく詳細情報を記載した目論見書（投資信託説明書（請求目論見書））を作成しており

ます。 

投資信託説明書（請求目論見書）は、投資家からのご請求に応じ、販売会社を通じてお渡しいた

します。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合には、その旨をご自身で記

録しておくようお願いいたします。 

３．当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の下落

や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の

影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの

投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り

込むことがあります。 

４．当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護

機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護

基金による支払いの対象にはなりません。 

５．信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。 

６．課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 

 
有価証券届出書 表紙記載事項 

 

 

基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。 

 

 

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 
 

 電 話 ０１２０－２８３１０４
フヤソウトウシン

（営業日の 9:00～17:00） 
 

 ホームページ http://www.alamco.co.jp/ 

提出先 関東財務局長 

提出日 有価証券届出書       平成 22 年 2 月 12 日 

発行者名 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長 土岐 眞一 

本店の所在の場所 東京都杉並区和泉一丁目 22 番 19 号 

届出の対象とした募集内国投資信託 

受益証券に係るファンドの名称 
朝日ライフ 日経平均ファンド 

届出の対象とした募集内国投資信託 

受益証券の金額 
継続募集額 上限 2,000 億円 

縦覧に供する場所 該当事項はありません。 

照会先 



 

 

 

下記の事項は、「朝日ライフ 日経平均ファンド」（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みされる

投資家のみなさまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読

みください。 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格

の下落や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外

部評価の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 

したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下

落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、

「信用リスク」、「価格乖離リスク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 

 

■当ファンドに係る手数料等について 

◆お申込み手数料 

取得申込受付日の基準価額に、2.1％（税抜 2.0％）を上限として販売会社が個別に定め

る率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認ください。 

◆ご換金（解約）手数料 

当ファンドにはご換金（解約）手数料はありません。 

◆信託報酬 

ファンドの純資産総額に年 0.525％（税抜 0.5％）の率を乗じて得た額とします。 

◆信託財産留保額 

当ファンドには信託財産留保額はありません。 

◆監査費用(*) 

ファンドの純資産総額に年 0.00525％（税抜 0.005％）の率を乗じて得た額とします。 

※ただし、年42万円（税抜40万円）を上限とします。 

(*)監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。 

◆その他の費用(＊) 

①有価証券売買時の売買委託手数料 

②先物・オプション取引等に要する費用 

③資産を外国で保管する場合の費用 等 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 

(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、

上限額等を表示することができません。 
 

当該手数料等の合計額については、投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応

じて異なりますので、表示することができません。 

以上



 

朝日ライフ 日経平均ファンド 
 

当概要は、交付目論見書の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。 

詳細は本文の該当箇所をご覧ください。 

商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型 

主 な 投 資 対 象 
朝日ライフ 日経平均マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあり

ます。）受益証券を主要投資対象とします。 

フ ァ ン ド の 目 的 
マザーファンドへの投資を通じて、日経平均株価の動きに連動する投資成

果を目指して、運用を行います。 

主 な 投 資 制 限 
株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

外貨建資産への投資は行いません。 

価 額 変 動 リ ス ク 
株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動しま

す。 

信 託 期 間 無期限 

信 託 設 定 日 平成 12 年 11 月 30 日 

決算 と収益分配 
毎期、決算日（11 月 15 日。ただし、休業日の場合には翌営業日）に、収益

分配方針に基づいて分配を行います。 

お申込み受付日 毎営業日にお申込みいただけます。 

お申込み受付時間 
原則として、午後 3 時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みと

します。 

お 申 込 み 単 位 

「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の 2 つの申込方法があ

り、取扱いコースおよびお申込み単位は販売会社によって異なります。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

お 申 込 み 価 額 取得申込受付日の基準価額です。 

お申込み手数料 

取得申込受付日の基準価額に、2.1％（税抜 2.0％）を上限として販売会社

が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

ご 解 約 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 

ご 解 約 価 額 解約請求受付日の基準価額です。 

信託財産留保額 
（ 換 金 時 の 費 用 ） 

ありません。 

ご 解 約 代 金 の 

お 支 払 い 

原則として、解約請求受付日から起算して 4 営業日目から販売会社におい

て支払います。 

信 託 報 酬 
（ 運 用 中 の 費 用 ） 

純資産総額に対し、年率 0.525％（税抜 0.5％） 

交付目論見書に記載されている用語の解説については巻末「用語解説」もあわせてご参照ください。 



 

 

 

基 本 方 針        

当ファンドは、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 

 

運 用 方 法        

 

１. 原則として日経平均株価採用銘柄のうち、200 銘柄以上に等株数投資します。※ 

 

２．株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。 

 

３．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。 

 

４．運用はファミリーファンド方式で行います。 

 

※流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは、行わないことがあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

収益分配金

解約代金 等

投資

損益

投資

損益

日本の株式

(主要投資対象)

お申込み
《マザーファンド》

朝日ライフ

日経平均

マザーファンド

お客様

(受益者)

《ベビーファンド》

朝日ライフ

日経平均

ファンド

「ファミリーファンド方式」とは… 

お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザー

ファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。 

マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。 



 

 

 

① 株価変動リスク 

株式市場が国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをい

います。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株式市場が下落

した場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となります。ファンドが投資する企業

が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株式の価格は大きく下落し、当ファンド

の基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。 

 

② 金利変動リスク 

金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合に

は、債券価格は下落します。また、金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす

場合があり、当ファンドの基準価額の変動要因となります。 

 

③ 信用リスク 

発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじ

め決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に

債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、株式ならびに債券および

コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落し（価格がゼロになることもあ

ります。）、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また、発行体の格付変更に

伴い価格が下落するリスクもあります。 

 

④ 価格乖離リスク 
当ファンドは、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いま

すが、その実現が困難となる以下の要因が存在します。 

(a)日経平均株価の構成銘柄を全て組入れない場合があること 

(b)株式配当金の受取り、信託報酬およびファンドの監査費用等の控除による影響 

(c)運用の効率化を図るため株価指数先物取引等も活用することから、現物と先

物の動きが連動していない場合の影響 

(d)株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買対応

の影響 

(e)追加設定・解約に伴う株式の買付、売却のタイミング差による影響 

(f)株式売買委託手数料および先物取引等に要する費用等を負担することによ

る影響 

(g)株価指数先物取引等を含めた実質的な株式の組入比率が、ファンドの純資産

総額の100％とならない場合の影響    等 

 

⑤ 繰上償還リスク 

当ファンドは、受益権の口数が当初設定口数の 10 分の 1 または 5 億口を下回ることと

なった場合などには、繰上償還されることがあります。繰上償還が行われた場合、受益

者は、受益権を償還まで保有した場合に得られたであろう投資収益と同等以上の収益

を、当ファンドの償還金の再投資によって得られるとは限りません。 

 

 

－主なリスクについて－ 



⑥ ファミリーファンド方式に起因するリスク 

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンド以外にマザ

ーファンドへ投資するベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの追加設定・解約

等によりマザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザ

ーファンドにおいて組入有価証券の売買等が生じた場合には、当ファンドの基準価額に

影響を及ぼすことがあります。 
 

当ファンドは、上記リスクを伴いますので基準価額が変動する可能性がありま

す。したがって、投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことが

あります。 



 

 

 

 

 

◆お申込み受付日 毎営業日にお申込みいただけます。 

販売会社へお申込みください。 

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があると

きは、取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取

得申込みの受付けを取り消すことがあります。 

 

◆お申込み受付時間 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みと

します。 

 

◆お申 込 み単 位 「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の 2 つの申込方法があ

り、取扱いコースおよびお申込み単位は、販売会社が個別に定めるものと

します。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

  

◆お申 込 み価 額 取得申込受付日の基準価額です。 

  

◆お申込み手数料 取得申込受付日の基準価額に、2.1％（税抜 2.0％）を上限として販売会社

が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

◆決 算 日 毎年 11 月 15 日（ただし、休業日の場合には翌営業日）です。 

  

◆収 益 分 配 金 収益分配方針に基づき委託会社が基準価額等を勘案して決定します。 

ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 

  

◆支 払 方 法 「分配金受取コース」 

原則として、決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始しま

す。 

「自動けいぞく投資コース」 

税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 

※税金については、「費用と税金」をご参照ください。 

 

 

 

 

お申込みについて 

決算と収益分配金について 



 

 

 

 

 

◆運 用 報 告 書 委託会社は、毎期決算後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および

有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告

書は、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社より送付するほ

か、委託会社のホームページ等において確認することができます。 

運用報告書を補完する目的で、月次の運用状況を記載したレポートを作成

しており、委託会社のホームページ等において入手することができます。 

 

◆基 準 価 額 販売会社または委託会社へお問い合わせください。 

また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に、朝日ライフ「日

経平均」として掲載されるほか、委託会社のホームページ等において確認

することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

◆ご換 金 受 付 日 毎営業日に解約請求により換金できます。 

販売会社へお申し出ください。 

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があると

きは、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた解約

請求の受付けを取り消すことがあります。 

 

◆ご換金受付時間 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みと

します。 

 

◆ご 解 約 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

  

◆ご 解 約 価 額 解約請求受付日の基準価額です。 

  

◆信託財産留保額 ありません。 

  

◆お支 払 開 始 日 原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社におい

てお支払いします。 

 

 

ご換金（解約）について 

運用経過について 



 

 

 

 

 

時 期 項 目 費 用 ・ 税 金        

お 申 込 み 時 お 申 込み手数料
取得申込受付日の 

基準価額の… 

上限 2.1％ 

（税抜2.0％注1） 

個人：10％注3 
収 益 分 配 時 所得税および地方税注2 普通分配金に対し… 

法人： 7％注4 

譲渡益に対し… 個人：10％注3 ご 換 金 

（ 解 約 ） 時 
所得税および地方税注2 

個別元本超過額の… 法人： 7％注4 

譲渡益に対し… 個人：10％注3 
償 還 時 所得税および地方税注2 

個別元本超過額の… 法人： 7％注4 

注 1：ここでの税とは、お申込み手数料にかかる消費税等をいいます。 

注 2：地方税は個人の受益者に対してのみとなります。 

注 3：平成 24 年以降は 20％となります。 

注 4：平成 24 年以降は 15％となります。 

※ 確定拠出年金制度に係る受益者に対しては、収益分配時、ご換金（解約）時および償還時における課税は行われま

せん。 

※ 収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻し

に相当する部分）とがあります。 

※ 譲渡益とは、ご換金（解約）時の解約価額および償還時の償還価額から取得費（お申込み手数料およびお申込み手

数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した差益をいいます。 

※ 本文「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金」をあわせてご参照ください。 

お申込み時や収益分配時等にご負担いただく費用・税金 



 

 
 

 

 

 

時 期 項 目 費 用 ・税 金        

信 託 報 酬 純資産総額に対し… 年率0.525％（税抜0.5％注5） 

毎 日 

ファンド監査費用 純資産総額に対し… 
年率0.00525％（税抜0.005％注5） 

※ただし、年42万円（税抜40万円注5）を上限としま

す。 

その他の費用 欄外をご参照ください。 

注 5：ここでの税とは、信託報酬およびファンド監査費用にかかる消費税等をいいます。 監査費用は、監査法人との契約

等により変更になることがあります。 

 

※ その他の費用として、有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保

管する場合の費用などを信託財産でご負担いただきます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、

事前に料率、上限額等を表示することができません。 

 

 

 

税法等が改正された場合には、それに伴い税率等が変更されることがあります。 

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認ください。 

 

 
 

信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金 
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第一部   証券情報 

（１）ファンドの名称 

朝日ライフ 日経平均ファンド 
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。） 
愛称として「にぃにぃGo」という名称を用いることがあります。 
 
（２）内国投資信託受益証券の形態等 

①追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。 

②ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を

受けることとし、受益権の帰属は、「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の

下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関

等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載

または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

委託会社である朝日ライフ アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、

当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態は

ありません。 

③格付けは取得していません。 

 
（３）発行（売出）価額の総額 

2,000億円を上限とします。 

 
（４）発行（売出）価格 

取得申込受付日の基準価額とします。 

基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 

 
委託会社：朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

ホームページアドレス 

http://www.alamco.co.jp/ 

フリーダイヤル 

０１２０－２
フ

８
ヤ

３
ソウ

１０
ト ウ

４
シン

 

（営業日の9:00～17:00） 
 
（５）申込手数料 

申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.1％（税抜2.0％注）を上限として販売会社が個別に定める

率を乗じて得た額とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合

は、申込手数料はかかりません。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい、税率は合計で5％です。）を

いいます。 

 
（６）申込単位 

申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、収益

分配金を再投資する場合には、1口単位となります。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 
（７）申込期間 

平成22年2月13日から平成23年2月14日までとします。 

申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 
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（８）申込取扱場所 
取得申込みを取り扱う販売会社については「(４）発行（売出）価格」記載の委託会社の照会先までお問い合わ

せください。 

 
（９）払込期日 

取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。 

振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口

座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

 
（10）払込取扱場所 

取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会

社については「(４）発行(売出）価格」記載の委託会社の照会先までお問い合わせください。 

 

（11）振替機関に関する事項 

振替機関は下記のとおりです。 
株式会社証券保管振替機構 

 
（12）その他 

①当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る「分配金受取コース」と、税

金を差し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法が

あります（販売会社によっては、取り扱うコースがどちらか一方になる場合があります。また、コース

名は販売会社により異なる場合があります。）。 
②取得申込金額には、利息はつきません。 
③日本以外の地域における発行は行っていません。 

④振替受益権について 

ファンドの受益権は、投資信託振替制度の受益権であり、社振法の規定の適用を受け、「(11) 振替機関に

関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。 

ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替

機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 
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第二部   ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

１ ファンドの性格 

（１）ファンドの目的及び基本的性格 

①ファンドの目的 

日経平均株価※の動きに連動する投資成果を目指します。 

当ファンドは、朝日ライフ 日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 

 ※日経平均株価とは  
 

東京証券取引所の第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄の平均株価指数であり、株式市場全体の動きを表

す指標の一つです。各種権利落ちによる株価の変動や、採用銘柄の入替えによる影響が修正されており、

昭和24年以降の指数としての継続性が維持されています。株式会社日本経済新聞社が算出・公表しており、

日経225ともいわれています。 

１）計算式 

日経平均株価＝日経平均採用225銘柄の株価合計／除数注 

a.株価の合計は、50円額面以外は50円額面に換算（2001年10月の額面制度廃止後は、それまでの額面

を「みなし額面」として算出しています）。 

b.小数点以下第3位を四捨五入して第2位まで求めます。 

c.株価の採用優先順は、①現在の特別気配、②現在値（または終値）、③基準価格（基準価格は権利落

ち理論値、前日の特別気配、前日の終値、前日の基準値の優先順で採用された値） 
注：除数とは、日経平均株価採用銘柄の中で採用銘柄の市況変動によらない株価変動（権利落ち、減資、銘柄入

替え等）があった場合、日経平均株価指数の連続性を維持するために用いる数値のことをいいます。 

２）除数の修正 

採用銘柄中に市況変動によらない株価変動があった場合（例えば、採用銘柄の権利落ち）、原則とし

て除数が修正されます。 

また、採用銘柄の入替えがあった場合にも除数は修正されます。 

３）構成銘柄の定期見直し 

毎年定期的に構成銘柄が見直されます。定期見直しによる銘柄入替えは原則として毎年1回、10月の

第1営業日に行われます。なお、定期見直しによる入替え銘柄数には上限はありません。 

また、倒産、被合併等による整理ポスト移行や上場廃止、第二部への指定替え等があった場合には、

臨時の入替えが行われることがあります。 

４）採用・除外銘柄の決定 

採用・除外銘柄は、学識経験者、専門家等の意見を得たうえで、株式会社日本経済新聞社が決定し、

発表します。 

「日経平均株価（日経平均）」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される

著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体および日経平均を算定する手法に対して、著作権そ

の他一切の知的財産権を有しています。 

「日経」および「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社

に帰属します。 

当ファンドは、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会

社日本経済新聞社および株式会社日本経済新聞デジタルメディアは、その運用および受益権の取引に関し

て一切の責任を負いません。 

株式会社日本経済新聞社および株式会社日本経済新聞デジタルメディアは、日経平均を継続的に公表する

義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。 

株式会社日本経済新聞社は、日経平均の構成銘柄、計算方法、その他日経平均の内容を変える権利および

公表を停止する権利を有しています。 
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②ファンドの基本的性格 

社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。 

 

・商品分類表 

- 追加型投信とは： 

一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が

行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドを

いいます。 

- 国内とは： 

目論見書または信託約款において、組入資産による主たる

投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいいます。 

- 株式とは： 

目論見書または信託約款において、組入資産による主た

る投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

- インデックス型とは： 

目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運

用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 

 

・属性区分表 

- 投資対象資産  

その他資産（投資信託証券（株式））： 

目論見書または信託約款において、主

として株式に投資する投資信託証券に

投資する旨の記載があるものをいいま

す。 

- 決算頻度 年1回： 

目論見書または信託約款において、年1

回決算する旨の記載があるものをいい

ます。 

- 投資対象地域 日本： 

目論見書または信託約款において、組

入資産による投資収益が日本の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいい

ます。 

- 投資形態 ファミリーファンド： 

目論見書または信託約款において、親

投資信託※（ファンド・オブ・ファンズにの

み投資されるものを除きます。）を投資対

象として投資するものをいいます。 
※マザーファンドということがあります。

- 対象インデックス 日経225： 

 目論見書または信託約款において、日経

225（日経平均株価）の動きに連動する投

資成果を目指す旨の記載があるものをい

います。 

 
（注）上記は、社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分

類・属性区分を反転表示しています。その他の商品分類・属性区分の詳細については、社団法人投資信託協会の

ホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 

 

投資対象資産
決算
頻度

投資対象
地域

投資
形態

対象
インデックス

   株式 年1回 グローバル

一般

大型株 年2回 日本
中小型株

北米
   債券 年4回 ファミリー 日経225

一般 欧州 ファンド
公債 年6回
社債 （隔月） アジア

その他債券 ファンド・オブ ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 年12回 オセアニア ・ファンズ

（　　） （毎月）
中南米

   不動産投信 日々 その他
アフリカ （　　）

  その他資産 その他
（投資信託証券 （　　） 中近東
(株式)) （中東）

  資産複合 エマージング
資産配分固定型

資産配分変動型

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉）

補足分類

株　　式

単位型 国　　内 債　　券 インデックス型

不動産投信

海　　外 その他資産

追加型 （　　　　） 特殊型

内　　外 資産複合
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③信託金の限度額 

2,000億円とします。 

なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 

 
④ファンドの特色 

１）当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式※」で行います。原則として、マザーファンド受益証券

の組入比率は高位を保ちます。ただし、投資環境等によっては弾力的に運用することがあります。 

２）朝日ライフ 日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。当該マザーファンドの特色は、

「＜参考＞マザーファンドの特色」をご覧ください。当ファンドの特色は当該マザーファンドの特色と

基本的に同様です。なお、「＜参考＞マザーファンドの特色」に記載の要因に加え、信託報酬および

監査費用などの控除の影響により、当ファンドの基準価額と日経平均株価が異なった動きとなるこ

とがあります。 

 
※「ファミリーファンド方式」とは、お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまと

め、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで

行う仕組みです。 
マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。 
当ファンド以外のベビーファンドが設定され、「朝日ライフ 日経平均マザーファンド」へ投資する

ことがあります。 
 

 
 
 

収益分配金

解約代金 等

投資

損益

投資

損益

日本の株式

(主要投資対象)

お申込み
《マザーファンド》

朝日ライフ

日経平均

マザーファンド

お客様

(受益者)

《ベビーファンド》

朝日ライフ

日経平均

ファンド
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＜参考＞マザーファンドの特色 

１）運用の特色 
当マザーファンドは日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 

 

２）運用方針 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
※流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは、行わないことがあります。 

 
当マザーファンドは、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用するものですが、主として

次の要因により、日経平均株価と当マザーファンドの基準価額が異なった動きとなることがあります。 

 

①日経平均株価の構成銘柄を全て組入れない場合があること 

②株式配当金の受取り、信託報酬およびファンドの監査費用等の控除による影響 

③運用の効率化を図るため株価指数先物取引等も活用することから、現物と先物の動きが連動していない

場合の影響 

④株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買対応の影響 

⑤追加設定・解約に伴う株式の買付、売却のタイミング差による影響 

⑥株式売買委託手数料および先物取引等に要する費用等を負担することによる影響 

⑦株価指数先物取引等を含めた実質的な株式の組入比率が、ファンドの純資産総額の100％とならない場合

の影響    等 

 

 

333．．．  

１１１．．．  

222．．．  

原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、 

200 銘柄以上に等株数投資します。※ 

株式の組入比率はできるだけ高水準を保ちます。 

運用の効率化を図る観点から株価指数先物取引等を 

活用することがあります。 
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（２）ファンドの仕組み 

①ファンドの仕組み及び関係法人 

 

 

②委託会社の概況 

１）資本金の額（平成21年12月末現在） 

30億円 

 

２）会社の沿革 

昭和60年７月 朝日生命投資顧問株式会社設立 

平成11年４月 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社に商号変更 

 
３）大株主の状況（平成21年12月末現在） 

名称 住所 所有株式数 比率 

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町2－6－1 32,000 株 100.0 ％

 

（※1) 

（※2) 

ファンドの運営や委託会社、受託会社および受益者の権

利義務関係等について定めており、その内容は信託約
款のとおりです。

委託会社は、当該契約により、販売会社に対して図中に

記載の販売に関する業務を委託しています。
収益分配金

償還金
解約代金

お申込金

募集・販売等に関する契約（※2)

信託契約（※1)

朝日ライフ 日経平均
マザーファンド

マザーファンド

朝日ライフ 日経平均ファンド

ファンド

みずほ信託銀行株式会社

信託財産の保管・管理業務等

再信託受託会社
資産管理サービス信託銀行株式会社

受託会社

販売会社

投資家（受益者）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

委託会社

受益権の募集の取扱い、解約請求の

受付け、収益分配金、償還金、解約

代金の支払い等

受託会社より委託を受け信託事務の
一部を行います。

信託財産の運用指図、受益権の発行等
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２ 投資方針 

（１）投資方針 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の上場株式のうち、主として日経平均株価（225種）に

採用されている銘柄に投資し、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。 

②運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。 

③日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に株式の実質投資

総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えること

があります。 

④非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株

式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則として信

託財産総額の50％以下とします。 

⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成され

ない場合があります。 

 
（２）投資対象 

朝日ライフ 日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合

があります。 

※運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。 

※その他の投資対象については「信託約款」をご覧ください。 

 
（３）運用体制 

 

ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスに係る組織体および権限、

責任等を定め、これに基づき業務を執行します。 

パフォーマンス評価・リスク管理
委 員 会

・パフォーマンス分析
・リスク分析
・投資行動のチェック

（17名程度）

投 信 運 用
委 員 会

信託財産の具体的
投資方針の決定

投 資 政 策
委 員 会

ファンダメンタルズ
分 析 会 議

経済・金融および
投資環境の分析

株 式 運 用
委 員 会

株式投資戦略
の決定

アセットアロケーション

の大綱の決定と株式運用

委員会の決定事項

の承認・修正

 《PLAN》

コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会

　法令諸規則等の遵守状況の審査

（20名程度）

 《CHECK》  《DO》

投 資 事 業 部

当ファンドにおけるマザーファンド
の投資比率および実質株式組入比率

の決定・調整

フ ァ ン ド マ ネ ジ ャ ー

マザーファンドの信託財産の運用



- 9 - 

 

また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。 

《PLAN》 

以下のプロセスで運用に関する意思決定を行います。 

１）ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資環

境分析を行い、これを踏まえて株式運用委員会を開催し、株式および各プロダクトの投資戦略を決定

します。 

２）投資政策委員会では、基本アセットアロケーション等の投資戦略の大綱を決定します。 

３）投資政策委員会の決定を受けて、投信運用委員会においてファンドの具体的な投資方針を決定します。 

《DO》 

投資事業部およびファンドマネジャーは、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。 

１）投資事業部は、当ファンドにおけるマザーファンドの投資比率および実質株式組入比率の決定・調整

を行います。 

２）ファンドマネジャーは、マザーファンドの信託財産の運用を行います。 

《CHECK》 

パフォーマンス評価・リスク管理委員会（17名程度）でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプラ

イアンス委員会（20名程度）で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィード

バックします。なお、パフォーマンス評価・リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員

等にて構成されており、経営の立場から適切に管理・監督を行います。 
《その他》 

受託会社等のファンドの関係法人（販売会社を除く）の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能

力、管理体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告

書を定期的に受領しています。 
(注)委員会および部の名称等は変更される場合があります。 

 
（４）分配方針 

①毎期決算時（11月15日。ただし、休業日の場合には翌営業日）に、原則として次のとおり収益分配を行

う方針です。 

１）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益

のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）お

よび売買損益に評価損益を加減して得た額から、みなし配当等収益を控除して得た利益金額等の全

額とします。 

２）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の

場合は分配を行わないこともあります。 

３）収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

②収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。 

１）分配金受取コース 

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該

収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、

当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため販売会社の名義

で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決

算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 

２）自動けいぞく投資コース 

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投

資され、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。 

 
（５）投資制限 

①信託約款に定める投資制限 

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。＜信託約款 運用の基本方針２．（３）＞ 

２）投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。＜信託約款第 19 条第
4項＞ 

３）外貨建資産への投資は行いません。＜信託約款 運用の基本方針２．（３）＞ 
 

詳細およびその他の約款上の投資制限については、「信託約款」をご覧ください。 
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②法令に基づく投資制限 

１）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律） 

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託

につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に

100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを

受託会社に指図しないものとします。 

２）デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令） 

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る

変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な

方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ

取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券

売買を含みます。）を行い、または継続することを指図しないものとします。 

 
＜参考＞当ファンドが主要投資対象としているマザーファンド（朝日ライフ 日経平均マザーファンド）について 

※以下「２．運用方法（３）投資制限」までにおいて、「信託財産」とは、マザーファンドの信託財産をいいます。 

 
１．基本方針 

この投資信託は、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して、運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

国内の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

①主として日経平均株価（225 種）に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価の動きに連動する投資成

果を目指します。 

（イ）原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200 銘柄以上に等株数投資します。ただし、流動性に

著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは、行わないことがあります。 

（ロ）株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。 

（ハ）運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがあります。 

②日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に組入株式の時価

総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ

ります。 

③非株式割合は、原則として信託財産総額の 50％以下とします。 

④資金動向、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成さ

れない場合があります。 

 

（３）投資制限 

①株式への投資割合には、制限を設けません。 

②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

③外貨建資産への投資は行いません。 

 

詳細およびその他の約款上の投資制限については、「信託約款」をご覧ください。 

 

３ 投資リスク 

①リスクに関する留意点 

１）当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の下落や、組

入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響によ

り、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本は

保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあ

ります。 

２）当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機

構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金

による支払いの対象にはなりません。 
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３）信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。 

 
②ファンドの主なリスク 

当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。 

１）株価変動リスク 

株式市場が国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをいいます。株式

の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株式市場が下落した場合には当ファンドの

基準価額が下がる要因となります。ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、そ

の企業の株式の価格は大きく下落し、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。 

２）金利変動リスク 

金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格

は下落します。また、金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、当ファンドの

基準価額の変動要因となります。 

３）信用リスク 

発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた

条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が生じた場

合またはそれが予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金

融商品の価格は下落し（価格がゼロになることもあります。）、当ファンドの基準価額が下がる要因

となります。また、発行体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもあります。 

４）価格乖離リスク 

当ファンドは、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、その実現が

困難となる以下の要因が存在します。 

(a)日経平均株価の構成銘柄を全て組入れない場合があること 

(b)株式配当金の受取り、信託報酬およびファンドの監査費用等の控除による影響 

(c)運用の効率化を図るため株価指数先物取引等も活用することから、現物と先物の動きが連動して

いない場合の影響 

(d)株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買対応の影響 

(e)追加設定・解約に伴う株式の買付、売却のタイミング差による影響 

(f)株式売買委託手数料および先物取引等に要する費用等を負担することによる影響 

(g)株価指数先物取引等を含めた実質的な株式の組入比率が、ファンドの純資産総額の100％となら

ない場合の影響    等 

５）繰上償還リスク 

当ファンドは、受益権の口数が当初設定口数の10分の１または5億口を下回ることとなった場合など

には、繰上償還されることがあります。繰上償還が行われた場合、受益者は、受益権を償還まで保

有した場合に得られたであろう投資収益と同等以上の収益を、当ファンドの償還金の再投資によっ

て得られるとは限りません。 

６）ファミリーファンド方式に起因するリスク 

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンド以外にマザーファ

ンドへ投資するベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの追加設定・解約等によりマザー

ファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入

有価証券の売買等が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 

 
③リスク管理体制 

１）パフォーマンス評価とリスク管理 

(a)パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価お

よびリスク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等により、データベ

ース化しています。 

(b)当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加

メンバーとするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計画と運用成果

との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 

(c)投資事業部およびファンドマネジャーへのフィードバックは、パフォーマンス評価・リスク管理

委員会および投信運用委員会を通じて行っています。 

２）運用にかかわるコンプライアンスチェック 

(a)担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、

管理部においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。 

(b)マザーファンドにおける売買執行については、事前チェックをトレーディング部が、売買執行後
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の事後チェックを管理部がそれぞれ担当し、そのチェック状況については逐次コンプライアンス

室に報告を行っています。  

(c)コンプライアンス室においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守

状況、ファンド間売買等についてのチェックを行っています。 

(d)コンプライアンス推進の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コン

プライアンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用に係るコンプライアンスの推進に関する基

本方針を立案し、各部およびコンプライアンス室に対して必要な指示を行う権限を有しています。 

(e)コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会に

おいては、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについて

の対応策、改善策、是正措置等を協議決定することとしています。 
(注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。 

 
４ 手数料等及び税金 

（１）申込手数料 

申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.1％（税抜2.0％注）を上限として販売会社が個別に定める

率を乗じて得た額とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合

は、申込手数料はかかりません。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。 
 
（２）換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はありません。 

 
（３）信託報酬等 

信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年0.525％（税抜0.5％注）の率を乗じて得た額とし、

信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算

期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。 
注：ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます。以下の配分においても同じです。 

 

信託報酬の配分は次のとおりです。 

委託会社 販売会社 受託会社 

0.21％ 

（税抜0.2％） 

0.21％ 

（税抜0.2％） 

0.105％ 

（税抜0.1％） 

 
（４）その他の手数料等 

①信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託

会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.00525％（税抜0.005％注）の率を乗じて得た額とします。た

だし、年42万円（税抜40万円注）を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になるこ

とがあります。 
注：ここでの税とは、監査費用にかかる消費税等をいいます。 

 

②ファンドの組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先

渡取引に要する費用、借入金の利息に要する費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの

費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 

 

当該手数料等の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示

することができません。 
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（５）課税上の取扱い 

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱い※となります。 
※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 
 

①個別元本について 

１）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は

含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う

つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複

数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会

社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と

「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合が

あります。 

３）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控

除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 
②収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」

（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）とがあります。 

 

１）普通分配金 

＜イメージ図＞  

 

収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益

者の個別元本と同額または当該受益者の

個別元本を上回っている場合には、当該収

益分配金の全額が普通分配金となります。

 

 

２）特別分配金 

＜イメージ図＞ 

収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益

者の個別元本を下回っている場合には、そ

の下回る部分の額が特別分配金となり、当

該収益分配金から当該特別分配金を控除し

た額が普通分配金となります。なお、受益

者が特別分配金を受け取った場合、収益分

配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者

の個別元本となります。 
 

※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。 

※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 

 

③個人、法人別の課税の取扱いについて 

１）個人の受益者に対する課税 

a) 収益分配金に対する課税 
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当

所得として、平成23年12月31日までは10％（所得税7％、地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％

（所得税15％、地方税5％）の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。 

なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。 

受
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b) ご換金（解約）時および償還時における課税 

解約時の解約価額および償還時の償還価額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかか

る消費税等相当額を含みます。）を控除した差益（譲渡益）は、譲渡所得として課税対象となり、

申告分離課税が適用されます。特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です。 

その税率は、平成23年12月31日までは10％（所得税7％、地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％

（所得税15％、地方税5％）です。 

c) 損益通算について 

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および

上場株式等の配当等との損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、

他の上場株式等の譲渡損との損益通算が可能です。 

２）法人の受益者に対する課税 

a) 収益分配金に対する課税 
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、7％（所

得税）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。益金不算入制度が適用されます。 

なお、上記7％の税率は、平成24年1月1日から15％（所得税）となります。 

b) ご換金（解約）時および償還時における課税 

解約時および償還時の個別元本超過額については、7％（所得税）の税率で源泉徴収されます。地

方税の源泉徴収はありません。 

なお、上記7％の税率は、平成24年1月1日から15％（所得税）となります。 

 

④確定拠出年金制度に係る受益者に対する課税上の取扱い 

確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金（解約）時お

よび償還時における課税は行われません。 
 
税法等が改正された場合には、それに伴い税率等が変更されることがあります。 

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認ください。 

 
 

５ 運用状況 

（１）投資状況 

平成21年12月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。 

資産の種類 投資国または地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 

（朝日ライフ 日経平均マザーファンド受益証券）
日本 2,756,442,957 92.08

コール・ローン、その他（負債控除後） 237,155,119 7.92

合 計（純資産総額） 2,993,598,076 100.00

（注1）投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。 

（注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 

（注3）株価指数先物取引を買建てており、その時価は231,880,000円（投資比率7.75％）です。 

 

＜参考＞マザーファンドの投資状況 

平成21年12月30日現在における「朝日ライフ 日経平均マザーファンド」の資産別および地域別の投資状況は次

のとおりです。 

資 産 の 種 類 投資国または地域 時 価 合 計 (円） 投資比率（％）

株 式 日 本 3,120,395,520 99.19

新株予約権証券 日 本 175,000 0.01

コール・ローン、その他（負債控除後） 25,446,739 0.81

合 計（純資産総額） 3,146,017,259 100.00

（注1）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。 

（注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 

（注3）株価指数先物取引を買建てており、その時価は21,080,000円（投資比率0.67％）です。 

 

 



- 15 - 

 

（２）投資資産 

①投資有価証券の主要銘柄 

１）主要銘柄の明細（平成21年12月30日現在） 
 

種類 銘 柄 
国／ 
地域 

数 量 簿価

単価
簿価金額 評価 

単価 
評価金額 投資

比率

    口 円 円 円 円 ％

1 
親投資信託

受益証券 

朝日ライフ 日経平均 

マザーファンド 
日本 3,392,545,179 7,535  2,556,282,792 8,125  2,756,442,957 92.08

（注1）投資銘柄は上記の1銘柄です。 

（注2）投資比率とは、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注3）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 

 

２）種類別投資比率（平成21年12月30日現在） 

国内／外国 種 類 投資比率(％) 

国 内 親投資信託受益証券 92.08

合 計 92.08

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

③その他投資資産の主要なもの 

平成21年12月30日現在 

 
取引所 銘 柄 限月 数 量 簿価金額 評価金額 

投資 

比率 

    円 円 ％

1 大証 日経225先物取引(買建) 2010年3月 22   222,577,011  231,880,000 7.75

（注1）投資比率とは、純資産総額に対する、当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 
 
＜参考＞マザーファンドの投資資産 
朝日ライフ 日経平均マザーファンド 
①投資有価証券の主要銘柄 
１）主要銘柄の明細（評価金額上位 30 銘柄） 

平成21年12月30日現在 
種 銘 柄 名 国／ 業 種 数 量 簿 価 単 価 評 価 単 価 投資

類  地域   簿 価 金 額 評 価 金 額 比率

    (株) (円) (円) (％）

ファーストリテイリング   小売業 17,540 17,470
 1 

株

式  

日 

本  

12,000

210,480,000 209,640,000

6.66

ファナック         電気機器 7,650 8,630
 2  

 
 

 

12,000

91,800,000 103,560,000

3.29

京セラ           電気機器 7,290 8,170
 3  

 
 

 

12,000

87,480,000 98,040,000

3.12

ソフトバンク        情報・通信業 2,195 2,170
 4  

 
 

 

36,000

79,020,000 78,120,000

2.48

本田技研工業        輸送用機器 2,880 3,110
 5  

 
 

 

24,000

69,120,000 74,640,000

2.37

東京エレクトロン      電気機器 4,880 5,920
 6  

 
 

 

12,000

58,560,000 71,040,000

2.26

キヤノン          電気機器 3,370 
 7  

 
 

 

18,000

60,660,000 

3,910

70,380,000

2.24

ＴＤＫ           電気機器 5,010 5,650
 8  

 
 

 

12,000

60,120,000 67,800,000

2.16

テルモ           精密機器 4,990 5,600
 9  

 
 

 

12,000

59,880,000 67,200,000

2.14
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信越化学工業        4,740 5,230
10  

 
 

化学 

 

12,000

56,880,000 62,760,000

1.99

ＫＤＤＩ          460,000 493,000
11  

 
 

情報・通信業

 

120

55,200,000 59,160,000

1.88

アドバンテスト       2,005 2,405
12  

 
 

電気機器 

 

24,000

48,120,000 57,720,000

1.83

セコム           4,220 4,420
13  

 
 

サービス業 

 

12,000

50,640,000 53,040,000

1.69

トヨタ自動車        輸送用機器 3,550 3,880
14  

 
 

 

12,000

42,600,000 46,560,000

1.48

武田薬品工業        3,530 3,830
15  

 
 

医薬品 

 

12,000

42,360,000 45,960,000

1.46

ダイキン工業        3,320 3,660
16  

 
 

機械 

 

12,000

39,840,000 43,920,000

1.40

トレンドマイクロ      3,240 3,530
17  

 
 

情報・通信業

 

12,000

38,880,000 42,360,000

1.35

アステラス製薬       医薬品 3,250 3,460
18  

 
 

 

12,000

39,000,000 41,520,000

1.32

エーザイ          3,210 3,420
19  

 
 

医薬品 

 

12,000

38,520,000 41,040,000

1.30

オリンパス         2,950 2,980
20  

 
 

精密機器 

 

12,000

35,400,000 35,760,000

1.14

エヌ・ティ・ティ・データ  情報・通信業 265,500 289,100
21  

 
 

 

120

31,860,000 34,692,000

1.10

富士フイルム 化学 2,545 2,790
22  

ホールディングス      
 

 

12,000

30,540,000 33,480,000

1.06

デンソー          輸送用機器 12,000 2,505 2,780
23  

 
 

 30,060,000 33,360,000

1.06

ソニー           電気機器 2,530 2,670
24  

 
 

 

12,000

30,360,000 32,040,000

1.02

日立建機          機械 2,205 2,415
25  

 
 

 

12,000

26,460,000 28,980,000

0.92

三菱商事          卸売業 1,969 2,305
26  

 
 

 

12,000

23,628,000 27,660,000

0.88

スズキ           輸送用機器 2,175 2,280
27  

 
 

 

12,000

26,100,000 27,360,000

0.87

花王            化学 2,040 2,175
28  

 
 

 

12,000

24,480,000 26,100,000

0.83

電通            サービス業 1,907 2,135
29  

 
 

 

12,000

22,884,000 25,620,000

0.81

日本碍子          ガラス・ 1,986 2,020
30  

 
 

土石製品 

12,000

23,832,000 24,240,000

0.77

（注1）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 
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２）業種別投資比率 
平成21年12月30日現在 

国内／外国 業 種 投資比率(％) 業 種 投資比率(％)

電 気 機 器 21.82 そ の 他 製 品 1.16 

小 売 業 8.84 保 険 業 1.05 

情 報 ・ 通 信 業 7.91 繊 維 製 品 0.86 

医 薬 品 7.01 証 券 、 商 品先 物 取引 業 0.79 

化 学 6.86 ゴ ム 製 品 0.78 

輸 送 用 機 器 6.76 鉄 鋼 0.71 

機 械 5.44 石 油 ・ 石 炭 製 品 0.60 

精 密 機 器 4.17 金 属 製 品 0.60 

食 料 品 4.13 電 気 ・ ガ ス 業 0.52 

卸 売 業 2.72 パ ル プ ・ 紙 0.46 

サ ー ビ ス 業 2.61 倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 0.42 

建 設 業 2.37 そ の 他 金 融 業 0.40 

不 動 産 業 2.07 海 運 業 0.40 

陸 運 業 1.98 鉱 業 0.27 

非 鉄 金 属 1.92 水 産 ・ 農 林 業 0.15 

ガ ラ ス ・ 土 石 製 品 1.76 空 運 業 0.12 

国 内 

銀 行 業 1.54 合 計 99.19 

（注 1）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率をいいます。 

（注 2）投資比率は、小数点第 3位を四捨五入しています。 

 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

③その他投資資産の主要なもの 

 
 平成21年12月30日現在
 
取 引 所 銘 柄 限 月 数 量 簿 価 金 額 評 価 金 額 

投資 

比率 

    円 円 ％

1 大証 日経225先物取引(買建) 2010年3月 2  20,235,097  21,080,000 0.67

（注1）投資比率とは、純資産総額に対する、当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 

 

（３）運用実績 

①純資産の推移 

 純 資 産 総 額（円） 基 準 価 額（円） 

（ 分 配 付 ） 1,501,110,993 （ 分 配 付 ） 7,266 第 1 計算期間末 

(平成 13 年 11 月 15 日) （ 分 配 落 ） 1,501,110,993 （ 分 配 落 ） 7,266 

（ 分 配 付 ） 1,214,480,204 （ 分 配 付 ） 5,904 第 2 計算期間末 

(平成 14 年 11 月 15 日) （ 分 配 落 ） 1,214,480,204 （ 分 配 落 ） 5,904 

（ 分 配 付 ） 1,638,467,850 （ 分 配 付 ） 6,811 第 3 計算期間末 

(平成 15 年 11 月 17 日) （ 分 配 落 ） 1,638,467,850 （ 分 配 落 ） 6,811 

（ 分 配 付 ） 1,886,091,475 （ 分 配 付 ） 7,849 第 4 計算期間末 

(平成 16 年 11 月 15 日) （ 分 配 落 ） 1,886,091,475 （ 分 配 落 ） 7,849 

（ 分 配 付 ） 2,851,311,978 （ 分 配 付 ） 9,895 第 5 計算期間末 

(平成 17 年 11 月 15 日) （ 分 配 落 ） 2,851,311,978 （ 分 配 落 ） 9,895 

（ 分 配 付 ） 2,817,292,656 （ 分 配 付 ） 11,446 第 6 計算期間末 

(平成 18 年 11 月 15 日) （ 分 配 落 ） 2,472,691,059 （ 分 配 落 ） 10,046 

（ 分 配 付 ） 3,930,266,202 （ 分 配 付 ） 9,589 第 7 計算期間末 

(平成 19 年 11 月 15 日) （ 分 配 落 ） 3,930,266,202 （ 分 配 落 ） 9,589 

第 8 計算期間末 （ 分 配 付 ） 2,631,072,529 （ 分 配 付 ） 5,384 

(平成 20 年 11 月 17 日) （ 分 配 落 ） 2,631,072,529 （ 分 配 落 ） 5,384 
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第 9 計算期間末 （ 分 配 付 ） 2,839,736,455 （ 分 配 付 ） 6,255 

(平成 21 年 11 月 16 日) （ 分 配 落 ） 2,839,736,455 （ 分 配 落 ） 6,255 

平成20年12月末 2,780,052,820  5,598 

平成21年 1月末 2,560,463,147  5,050 

2月末 2,484,604,562  4,785 

3月末 2,662,049,377  5,175 

4月末 2,937,942,929  5,630 

5月末 3,176,219,352  6,062 

6月末 3,358,106,546  6,337 

7月末 3,501,418,752  6,592 

8月末 3,553,200,320  6,673 

9月末 2,879,236,427  6,481 

10月末 2,871,851,071  6,412 

11月末 2,715,630,060  5,969 

平成21年12月30日 2,993,598,076  6,739 

 
②分配の推移 

 1 万口当たりの分配額（円） 

第 1 計算期間末 平成13年11月15日 0 

第 2 計算期間末 平成14年11月15日 0 

第 3 計算期間末 平成15年11月17日 0 

第 4 計算期間末 平成16年11月15日 0 

第 5 計算期間末 平成17年11月15日 0 

第 6 計算期間末 平成18年11月15日 1,400 

第 7 計算期間末 平成19年11月15日 0 

第 8 計算期間末 平成20年11月17日 0 

第 9 計算期間末 平成21年11月16日 0 

 

③収益率の推移 

期 間 収 益 率（％） 

自 平成 12 年 11 月 30 日 
第 1 計算期間 

至 平成 13 年 11 月 15 日 
△ 27.34 

自 平成 13 年 11 月 16 日 
第 2 計算期間 

至 平成 14 年 11 月 15 日 
△ 18.74 

自 平成 14 年 11 月 16 日 
第 3 計算期間 

至 平成 15 年 11 月 17 日 
15.36 

自 平成 15 年 11 月 18 日 
第 4 計算期間 

至 平成 16 年 11 月 15 日 
15.24 

自 平成 16 年 11 月 16 日 
第 5 計算期間 

至 平成 17 年 11 月 15 日 
 26.07 

自 平成 17 年 11 月 16 日 
第 6 計算期間 

至 平成 18 年 11 月 15 日 
15.67 

自 平成 18 年 11 月 16 日 
第 7 計算期間 

至 平成 19 年 11 月 15 日 
△ 4.55 

自 平成 19 年 11 月 16 日 
第 8 計算期間 

至 平成 20 年 11 月 17 日 
△43.85 

自 平成 20 年 11 月 18 日 
第 9 計算期間 

至 平成 21 年 11 月 16 日 
16.18 

（注）収益率は、計算期間末日の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額（分配落の

額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して計算し、小数点第3位を四捨五

入しています。なお、第1計算期間については、前期末基準価額を10,000円として計算しています。 
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６ 手続等の概要 

①お申込みについて 

 

お 申 込 み 受 付 日   販売会社の営業日にいつでも行うことができます。 

お 申込み受付時間   原則として、午後 3時までとします。 

お 申 込 み 単 位   「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があ

り、取扱いコースおよびお申込み単位は、販売会社が個別に定めるもの

とします。 

お 申 込 み 価 額   取得申込受付日の基準価額です。 

ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資につい

ては、当該計算期間終了日の基準価額となります。 

お 申 込 み 手 数 料   取得申込受付日の基準価額に、2.1％（税抜2.0％注）を上限として販売

会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。 

そ の 他   ・ 取得申込者は、販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ当
該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申

し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記

載または記録が行われます。 
・ 金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け

付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。 
 

 

②ご換金（解約）について 

 

ご 換 金 受 付 日   販売会社の営業日にいつでも解約請求できます。 

ご 換 金 受 付 時 間   原則として、午後 3時までとします。 

ご 解 約 単 位   販売会社が個別に定める単位とします。 

ご 解 約 価 額   解約請求受付日の基準価額です。 

お 受 取 金 額   1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から税金を差し引いた

額になります。 

お受取金額＝1口当たりの解約価額×解約口数－税金 

税金については、「４ 手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご覧くだ

さい。 

解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目から

支払われます。 

そ の 他   ・ 受益者が解約請求するときは、振替受益権をもって行うものとしま

す。その際、受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対

して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が

行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の

抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関

等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

・ 大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 

・ 金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情がある

ときは、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付け

た解約請求の受付けを取り消すことがあります。 
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７ 管理及び運営の概要 

（１）資産の評価 

①基準価額の計算 

基準価額は、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して

得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日にお

ける受益権総口数で除して計算します。基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されます。 

当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。 
 

「朝日ライフ 日経平均マザーファンド」受益証券 移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。

 
②基準価額の計算頻度と公表 

基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わ

せいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に、朝日ライフ「日経平均」として掲

載されます。 

 
（２）信託期間 

信託期間は無期限ですが、「（４）その他 ①信託の終了（償還）」の規定により信託を終了させる場合があります。 
 
（３）計算期間 

計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休

業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの

とします。 

 
（４）その他 

①信託の終了（償還） 
１）委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が当初設定受益権口数の10分の1をまたは5億口を

下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託

を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨

を監督官庁に届け出ます。 

２）委託会社は、１）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記

載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に

係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ

るべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。 

４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1

を超えるときは、１）の信託契約の解約をしません。 

５）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて

の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

６）３）から５）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で

あって、３）の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に

は適用しません。 

７）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。 

８）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関

する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「③信託

約款の変更４）」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

９）受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新

たな受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
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②償還金について 
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として

償還日（償還日に該当する日が休業日の場合には翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始し

ます。 

 

③信託約款の変更 
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようと

する旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

２）委託会社は、１）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようと

する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付

したときは、原則として、公告を行いません。 

３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ

るべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。 

４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1

を超えるときは、１）の信託約款の変更をしません。 

５）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

６）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、１）から５）ま

での規定にしたがいます。 

 

④公告 
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

⑤運用報告書の作成および交付 
委託会社は、毎期決算後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載

した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。 
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第２ 財務ハイライト情報 

以下の情報は、請求目論見書の「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財

務諸表」から抜粋して記載したものです。 

ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けています。当該監査法人に

よる監査報告書は、請求目論見書の「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されてい

る「財務諸表」に添付されています。 

 
 

朝日ライフ 日経平均ファンド 

 

１ 貸借対照表 

（単位：円）

    
第8期 

(平成20年11月17日現在) 
第9期 

(平成21年11月16日現在) 

資産の部   

 流動資産   

  コール・ローン 138,427,919 286,047,635

  親投資信託受益証券 2,480,615,204 2,556,282,792

  派生商品評価勘定 5,086,313 272,664

  未収利息 758 470

  前払金 2,290,000 11,670,000

  差入委託証拠金 21,600,000 9,240,000

  流動資産合計 2,648,020,194 2,863,513,561

 資産合計 2,648,020,194 2,863,513,561

負債の部   

 流動負債   

  派生商品評価勘定 7,235,345 10,605,240

  未払解約金 482,765 4,728,598

  未払受託者報酬 1,827,662 1,671,962

  未払委託者報酬 7,310,573 6,687,771

  その他未払費用 91,320 83,535

  流動負債合計 16,947,665 23,777,106

 負債合計 16,947,665 23,777,106

純資産の部   

 元本等   

  元本 4,886,811,392 4,539,908,411

  剰余金   

   期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,255,738,863 △1,700,171,956

   （分配準備積立金） 99,587,297 103,778,137

  元本等合計 2,631,072,529 2,839,736,455

 純資産合計 2,631,072,529 2,839,736,455

負債純資産合計 2,648,020,194 2,863,513,561
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２ 損益及び剰余金計算書 

（単位：円）

  
第8期 

自平成19年11月16日 
至平成20年11月17日 

第9期 
自平成20年11月18日 
至平成21年11月16日 

営業収益   

 受取利息 821,351 190,970

 有価証券売買等損益 △1,720,498,472 437,667,588

 派生商品取引等損益 △129,324,997 75,879,020

 営業収益合計 △1,849,002,118 513,737,578

営業費用   

 受託者報酬 3,757,168 3,078,257

 委託者報酬 15,028,563 12,312,883

 その他費用 187,734 153,790

 営業費用合計 18,973,465 15,544,930

営業利益 △1,867,975,583 498,192,648

経常利益 △1,867,975,583 498,192,648

当期純利益 △1,867,975,583 498,192,648

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 △115,805,244 159,026,564

期首剰余金又は期首欠損金（△） △168,404,912 △2,255,738,863

剰余金増加額又は欠損金減少額 48,980,260 1,001,722,961

 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 48,980,260 1,001,722,961

剰余金減少額又は欠損金増加額 384,143,872 785,322,138

 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 384,143,872 785,322,138

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,255,738,863 △1,700,171,956

    

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第８期 

自 平成19年11月16日 

至 平成20年11月17日 

第９期 

自 平成20年11月18日 

至 平成21年11月16日 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 

  移動平均法に基づき、基準価額によ

り評価しております。 

 同左 

   

２．デリバティブ取引の評価基準及び

評価方法 

有価証券先物取引 有価証券先物取引 

  個別法に基づき、原則として時価で

評価しております。 

 同左 

  時価評価にあたっては、当該取引所

の発表する計算期間末日に知りうる直

近の清算値段により評価しておりま

す。 

 

   

３．収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益及び派生商品取引

等損益 

有価証券売買等損益及び派生商品取引

等損益 

  約定日基準で計上しております。  同左 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

１．名義書換の手続等 

委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。 

 

２．受益者名簿 

作成しません。 

 

３．受益者に対する特典 

ありません。 

 

４．譲渡制限 

譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託

会社および受託会社に対抗することができません。 

 

５．受益権の譲渡 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の

減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する

ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振

替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし

たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし

ます。 

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい

る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、

委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止

期間を設けることができます。 

 

６．受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割

できるものとします。 

 

７．質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請

求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等

にしたがって取り扱われます。 
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第４ ファンドの詳細情報の項目 

請求目論見書「ファンドの詳細情報」に記載している項目の一覧は次のとおりです。 

 
第三部 ファンドの詳細情報 

第１  ファンドの沿革 

第２  手続等 

１  申込（販売）手続等 

２  換金（解約）手続等 

第３  管理及び運営 

１  資産管理等の概要 

（１）資産の評価 

（２）保管 

（３）信託期間 

（４）計算期間 

（５）その他 

２  受益者の権利等 

第４  ファンドの経理状況 

１  財務諸表 

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２  ファンドの現況 

純資産額計算書 

第５  設定及び解約の実績 

 
上記の内容は金融庁のEDINET（電子開示システム（ファンドコード：G01514））および委託会社のホームペー

ジでご覧いただけます。 
 



朝日ライフ 日経平均ファンド 信託約款 

 

朝日ライフ 日経平均ファンド 

運用の基本方針 

 

約款第 20 条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して、運用を行います。 

  

２．運用方法 

（１）投資対象 

朝日ライフ 日経平均マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要投資対象

とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。 

 

（２）投資態度 

①主として、マザーファンド受益証券への投資を通して、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します。

なお、運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を利用します。 

②日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に株式の実質投資総額と

株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 

③非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外

の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則として信託財産総額の

50％以下とします。 

④資金動向、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない

場合があります。 

 

（３）投資制限 

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

③外貨建資産への投資は行いません。 

 

３．収益分配方針 

毎決算時（原則として 11 月 15 日、ただし、休業日の場合には翌営業日）に、原則として次の通り収益分配を行

う方針です。 

①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信

託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益

を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 

②収益分配金額は、委託者が配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して決定します。 

③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

   ‐1‐ 
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追加型証券投資信託 

朝日ライフ 日経平均ファンド 

約 款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、朝日ライフ ア

セットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託

銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件

に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62 号）

の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第 1条の 2 受託者は、信託法第 26 条第 1項に基づく信託事

務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規

定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関

と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

（信託の目的、金額および追加信託金の限度額） 

第 2 条 委託者は、金 20 億円を受益者のために利殖の目的

をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度と

して信託金を追加することができるものとします。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す

ることができます。 
（信託期間） 

第 3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 46 条第 7

項、第 47 条第 1 項、第 48 条第 1 項、第 49 条第 1 項お

よび第 51 条第 2 項の規定による信託終了の日までとし

ます。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第 4条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金

融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、

投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定め

る公募により行われます。 

（当初の受益者） 

第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者

は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6条の

規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応

じて、取得申込者に帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 

第 6条 委託者は、第 2条第 1項の規定による受益権につい

ては 20 億口に、追加信託によって生じた受益権につい

ては、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、

それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に

関する法律（以下「社振法」といいます。）の定めると

ころにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割で

きるものとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第 7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準

価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額と

します。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産

（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および

社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た

信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下

「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益

権総口数で除した金額をいいます。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることに

より差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 9 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社

振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信

託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資

信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振

替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、

以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の下

位の口座管理機関（社振法第 2条に規定する「口座管理

機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と

いいます。）の振替口座簿に記載または記録されること

により定まります（以下、振替口座簿に記載または記録

されることにより定まる受益権を「振替受益権」といい

ます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振

法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま

たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機

関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ

を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する

受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受

益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記

名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記

名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求

を行わないものとします。 

③ 委託者は、第 6条の規定により分割された受益権につい

て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録

をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を

行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関

への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備

える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受

入簿に記載または記録を申請することができるものと

し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の

全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約

が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の

支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含み

ます。）を受益者を代理して平成 19 年 1月 4日に振替受

入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保

護預かりではない受益証券に係る受益権については、信

託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該

申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録

された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以

降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付

票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録に

より振替受益権となります。また、委託者は、受益者を

代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または

記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会

社（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に

規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以

下同じ。）および登録金融機関（委託者の指定する金融

商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をい

います。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任するこ

とができます。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権について
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は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行

います。 

（受益権の申込単位、価額および手数料） 

第11条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、

第 6条第 1項の規定により分割される受益権を、その取

得申込者に対しては、委託者の指定する証券会社および

登録金融機関がそれぞれ委託者の承認を得て定める単

位をもって取得の申込みに応ずることができるものと

します。ただし、委託者の指定する証券会社および登録

金融機関と別に定める自動けいぞく投資約款にしたが

って契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結

んだ取得申込者に対し、1 口の整数倍をもって取得の申

込みに応ずることができるものとします。 

② 前項の取得申込者は、委託者の指定する証券会社または

登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己の

ために開設されたこの信託の受益権の振替を行うため

の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取

得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ

ます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融

機関は、当該取得申込の代金（第 3項の受益権の価額に

当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支

払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口

数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第 1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額

に、第 4項に規定する手数料および当該手数料に係る消

費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）

に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この

信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、

1 口につき 1 円に、第 4 項に規定する手数料および当該

手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額

とします。 

④ 前項の手数料の額は、取得申込日の基準価額に、2％を

上限とし、委託者の指定する証券会社および登録金融機

関がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とし

ます。 

⑤ 前 2 項の規定にかかわらず、受益者が第 42 条第 2 項の

規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権

の価額は、第 37 条に規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

⑥ 第 1項の規定にかかわらず、証券取引所（金融商品取引

法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融

商品取引法第2条第 8項第 3号ロに規定する外国金融商

品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の

売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく

は同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設す

るものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）にお

ける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、

委託者または委託者の指定する証券会社および登録金

融機関は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、

およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す

ことができます。 

第 12 条  

（削除） 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に

は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の

申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該

譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ

び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備

える振替口座簿に記載または記録するものとします。た

だし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したもので

ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替

機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）

に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益

権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知

するものとします。 

③ 委託者は、第 1項に規定する振替について、当該受益者

の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい

る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座

を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者

が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると

判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ

とができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ

の記載または記録によらなければ、委託者および受託者

に対抗することができません。 

第 15 条  

（削除） 

第 16 条  

（削除） 

第 17 条  

（削除） 

第 18 条  

（削除） 

（運用の指図範囲等） 

第 19 条 委託者は、信託金を、主として朝日ライフ アセッ

トマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行

株式会社を受託者として締結された朝日ライフ 日経平

均マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）

の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第 2 条

第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲

げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった

新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま

す。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券

（金融商品取引法第 2 条第 1項第 4 号で定めるもの

をいいます。） 

７．コマーシャル・ペーパー 

８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品

取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるもので、本邦

通貨表示であり、かつ、主として有価証券に投資を

行うものとします。） 

９．オプションを表示する証券または証書（金融商品取

引法第2条第1項第19号で定めるもので、本邦通貨

表示であり、かつ、有価証券に係るものに限ります。） 

10．外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書 

11．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第

1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。） 

  なお、第 1 号の証券または証書を以下「株式」といい、

第 2 号から第 6 号までの証券を以下「公社債」といい、

第 8号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次

に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を

含みます。）により運用することを指図することができ

ます。 
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朝日ライフ 日経平均ファンド 信託約款 

 
１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第１項第 14

号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

③ 第 1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償

還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要

と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる

金融商品により運用することを指図することができます。 

④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時

価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計

額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えること

となる投資の指図を行いません。 

⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託

財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、

マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該

資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（運用の基本方針） 

第 20 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定

める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

（投資する株式の範囲） 

第 21 条 委託者が投資することを指図する株式は、証券取

引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、

証券取引所に準ずる市場において取引されている株式

の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当

または社債権者割当により取得する株式については、こ

の限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株

式で目論見書等において上場または登録されることが

確認できるものについては、委託者が投資することを指

図することができるものとします。 

（信用取引の指図および範囲） 

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信用取引により株券を売付けることの指図をすること

ができます。なお、当該売付けの決済については、株券

の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ

とができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の

発行会社の発行する株券について行うことができるも

のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな

いものとします。 

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利

行使により取得する株券 

２．株式分割により取得する株券 

３．有償増資により取得する株券 

４．売出しにより取得する株券 

５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株引

受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に

属する新株予約権付社債券の新株予約権の行使に

より取得可能な株券 

（先物取引等の運用指図） 

第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用

に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、

わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商

品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいま

す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28

条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有

価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項

第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取

引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの

指図をすることができます。なお、選択権取引はオプシ

ョン取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが

国の取引所における金利に係る先物取引およびオプシ

ョン取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引

と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用

に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、

異なった受取金利または異なった受取金利とその元本

を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取

引」といいます。）を行うことの指図をすることができ

ます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限

が、原則として第 3条に定める信託期間を超えないもの

とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で行うものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

（金利先渡取引の運用指図） 

第 25 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用

に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、

金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、

原則として第3条に定める信託期間を超えないものとし

ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が

可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の

範囲内で貸付の指図をすることができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価

合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を

超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の

額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の

額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に

は、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の

一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めた

ときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 
（保管業務の委任） 

第 27 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属す

る資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充

分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を

締結し、これを委任することができます。 

（有価証券の保管） 

第 28 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等

に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで

きます。 

（混蔵寄託） 

第 29 条 金融機関または証券会社（金融商品取引法第 28 条

第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および
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第 36 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、

新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が

あるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す

る者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買

代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済

する取引により取得した外国において発行された譲渡

性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融

機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できる

ものとします。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算

分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金および

その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積

もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信

託財産に繰り入れることができます。 

③ 前 2項の立替金の決済および利息については、受託者と

委託者との間の協議によりそのつど別にこれを定めます。 

第 30 条  

（削除） 

（信託の計算期間） （信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 37 条 この信託の計算期間は、毎年 11 月 16 日から翌年

11 月 15 日までとすることを原則とします。 

第 31 条 信託の登記または登録をすることができる信託財

産については、信託の登記または登録をすることとしま

す。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または

登録を留保することがあります。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間

終了日に該当する日（以下本項において「該当日」とい

います。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当

日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ

れるものとします。ただし、第 1 計算期間は平成 12 年

11 月 30 日から平成 13 年 11 月 15 日までとします。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託

者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記ま

たは登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることがで

きる信託財産については、信託財産に属する旨の記載ま

たは記録をするとともに、その計算を明らかにする方法

により分別して管理するものとします。ただし、受託者

が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分

別して管理することがあります。 

（信託財産に関する報告） 

第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財

産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産

に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

（信託事務の諸費用および監査費用） ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別する

ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする

方法により分別して管理することがあります。 

第 39 条 信託財産に関する租税、信託財産に係る監査費用

および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信

託事務の処理に要する諸費用ならびに受託者が立替え

た立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受

益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第 32 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受

益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託

財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 ② 前項に規定する信託財産に係る監査費用は、第 40 条第 2

項に規定する信託報酬支弁のときに、当該監査費用に係

る消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支

弁します。 

（再投資の指図） 

第 33 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売

却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、

有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の

収入金を再投資することの指図ができます。 

（信託報酬等の総額） 

第 40 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 37 条

に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総

額に年 10,000 分の 50 の率を乗じて得た額とします。 

（資金の借入れ） 

第 34 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用

の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当

て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた

資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資

に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資

金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指

図をすることができます。なお、当該借入金をもって有

価証券等の運用は行わないものとします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当

該終了日が休業日のときは、その翌営業日を 6ヵ月の終

了日とします。）および毎計算期末または信託終了のと

き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者と

の間の配分は別に定めます。 

③ 第 1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信

託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

（収益の分配方式） ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受

益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する

有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者

への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価

証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への

解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券

等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場

合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却

代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計

額を限度とします。 

第 41 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、

次の方法により処理します。 

１．信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付

有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益

から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）

とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益

のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みな

し配当等収益」といいます。）との合計額から諸経

費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に

相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分

配することができます。なお、次期以降の分配金に

あてるため、その一部を分配準備積立金として積立

てることができます。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収

益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資

金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

２．売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配

当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」

といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信

託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰

（損益の帰属） 

第 35 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じ

た利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 
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⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整

金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額

等に応じて計算されるものとします。 

越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって

補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立

金として積立てることができます。 ⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27

条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権

の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託の

つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整

されるものとします。また、前項に規定する「各受益者

毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受

益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど

当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。 

② 前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ

ンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファン

ドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する

マザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて

得た額をいいます。 

③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次

期に繰越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払い

に関する受託者の免責） 

第 42 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の

委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振

替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受

益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前にお

いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き

ます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以

前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委

託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で

記載または記録されている受益権については原則とし

て取得申込者とします。）に支払います。なお、平成 19

年 1 月 4 日以降においても、第 45 条に規定する時効前

の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効

力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換え

に受益者に支払います。 

第 43 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎

計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については前

条第 3項に規定する支払開始日までに、一部解約金につ

いては前条第 4項に規定する支払日までに、その全額を

委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座

等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ

後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

第 44 条  

（削除） 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 45 条 受益者が、収益分配金については第 42 条第 1 項に

規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しない

とき、ならびに信託終了による償還金については第 42

条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払い

を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付

を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託

者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委

託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付さ

れます。この場合、委託者の指定する証券会社および登

録金融機関は、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益

権の取得の申込みに応じます。当該取得申込みにより増

加した受益権は、第 9条第 3項の規定に従い、振替口座

簿に記載または記録されます。 

（信託の一部解約） 

第 46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者

に委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそ

れぞれ委託者の承認を得て定める単位をもって一部解

約の実行を請求することができます。ただし、委託者の

指定する証券会社および登録金融機関のうち、別に定め

る契約にかかる受益権については1口の整数倍をもって

一部解約の実行を請求することができます。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受

益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託

終了日後 1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終

了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記

録されている受益者（信託終了日以前において一部解約

が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当

該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金

支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金

融機関の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き

換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の

申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替

機関等の口座において当該口数の減少の記載または記

録が行われます。また、受益証券を保有している受益者

に対しては、償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託

者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者

に支払います。 

② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合

には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設

されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係

るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換

えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消

の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または

記録が行われます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基

準価額とします。 

④ 受益者が平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約

に係る一部解約の実行を請求するときは、委託者の指定

する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権を

もって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日

以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一

部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行われ

る当該請求については、振替受益権となることが確実な

受益証券をもって行うものとします。 

④ 一部解約金は、第 46 条第 1 項の受益者の請求を受付け

た日から起算して、原則として、4 営業日目から当該受

益者に支払います。 

⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止その他やむを

得ない事情があるときは、第 1項による一部解約の実行

の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付け

た一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがで

⑤ 前各項（第 2 項を除きます。）に規定する収益分配金、

償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関の営業所等において行う

ものとします。 
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きます。 

⑥ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止され

た場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日

の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益

者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、

当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除

した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の

請求を受付けたものとして、当該計算日の基準価額とし

ます。 

⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権

の口数が当初設定受益権口数の 10 分の１または 5 億口

を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、

この信託契約を解約し、信託を終了することができるも

のとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に

届け出ます。この場合、第 47 条第 2 項から第 6 項の規

定を準用するものとします。 

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 

第 46 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載また

は記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還

金の支払い等については、この約款によるほか、民法そ

の他の法令等にしたがって取り扱われます。 

（信託契約の解約） 

第 47 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を

解約することが受益者のため有利であると認めるとき、

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合

意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ

とができます。この場合において、委託者は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ

うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ

の信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一

定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付

記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

④ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると

きは、第 1項の信託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたとき

は、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これ

らの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して

交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、

真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3

項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面

の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 48 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命

令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解

約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変

更しようとするときは、第52条の規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第49条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、

解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、

この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関

する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐ

ことを命じたときは、この信託は、第 52 条第 4 項に該

当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との

間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 50 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡すること

があり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡

することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ

ることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業

を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 51 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任

することができます。受託者がその任務に背いた場合、

その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者

は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。

受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任し

た場合、委託者は、第 52 条の規定にしたがい、新受託

者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 

第 52 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合

意のうえ、この信託約款を変更することができるものと

し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を

監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも

のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ

の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

この信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し

ます。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一

定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付

記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

④ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると

きは、第 1項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたとき

は、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これ

らの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して

交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取請求権） 

第52条の2 第 46条第7項および第47条に規定する信託契

約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う

場合において、第 47 条第 3 項または前条第 3 項の一定

の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託

者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって

買い取るべき旨を請求することができます。 

（公告） 

第 53 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新

聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第54条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、

委託者と受託者との協議により定めます。 

 

 

（付則） 

第 1 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、第 10

条、第 12 条（受益証券の種類）から第 18 条（受益証券

の再交付の費用）の規定および受益権と読み替えられた
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受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等

により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有

するものとします。 

第 2 条 第 25 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間

において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」

といいます。）における決済日から一定の期間を経過し

た日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る

国内または海外において代表的利率として公表される

預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以

下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その

取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の

現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額

および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗

じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で

決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受

を約する取引をいいます。 

 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成 12 年 11 月 30 日 

 

委託者 

 

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

受託者 

 

みずほ信託銀行株式会社 
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朝日ライフ 日経平均マザーファンド 

運用の基本方針 

 

約款第 11 条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して、運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

わが国の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

①主として日経平均株価（225 種）に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目

指します。 

（イ）原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200 銘柄以上に等株数投資します。ただし、流動性に著しく

欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは、行わないことがあります。 

（ロ）株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。 

（ハ）運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがあります。 

②日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に組入株式の時価総額と

株価指数先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 

③非株式割合は、原則として信託財産総額の 50％以下とします。 

④資金動向、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない

場合があります。 

 

（３）投資制限 

①株式への投資割合には、制限を設けません。 

②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

③外貨建資産への投資は行いません。 
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親投資信託 

朝日ライフ 日経平均マザーファンド 

約 款 

 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第 1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に

取得させることを目的とする証券投資信託であり、朝日

ライフ アセットマネジメント株式会社を委託者とし、

みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件

に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62 号）

の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第 1条の 2 受託者は、信託法第 26 条第 1項に基づく信託事

務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規

定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関

と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

（信託の目的、金額および追加信託金の限度額） 

第 2条 委託者は、金 1,830,000,000 円を受益者のために利

殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度と

して信託金を追加することができるものとし、追加信託

を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を

委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す

ることができます。 

（信託期間） 

第 3 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 34 条、

第 37 条、第 38 条第 1 項および第 40 条第２項の規定に

よる信託終了の日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第3条の２ この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘

は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 9項で

定める適格機関投資家私募により行われます。 

（受益者） 

第 4条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の

受益証券を投資対象とする朝日ライフ アセットマネジ

メント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業

務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 

第 5条 委託者は、第 2条第 1項の規定による受益権につい

ては 1,830,000,000 口に、追加信託によって生じた受益

権については、これを追加信託のつど第６条の追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を

均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第 6条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準

価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額

とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産

（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および

社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た

信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下

「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益

権総口数で除した金額をいいます。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 7条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることに

より差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行および種類） 

第 8 条 委託者は、第５条の規定により分割された受益権を

表示する記名式の受益証券を発行します。 

② 委託者が発行する受益証券は、１口の整数倍の口数を表

示した受益証券とします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできませ

ん。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第 9条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行すると

きは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する

旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券

に記載し記名捺印することによって行います。 

（運用の指図範囲等） 

第 10 条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金

融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな

される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する

ことを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった

新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま

す。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券

（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの

をいいます。） 

７．コマーシャル・ペーパー 

８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品

取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるもので、本邦

通貨表示であり、かつ、主として有価証券に投資を

行うもののとします。） 

９．オプションを表示する証券または証書（金融商品取

引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるもので、本邦通

貨表示であり、かつ、有価証券に係るものに限りま

す。） 

10．外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書 

11．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第

1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。） 

なお、第 1 号の証券または証書を以下「株式」といい、

第 2 号から第 6 号までの証券を以下「公社債」といい、

第８号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次

に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を

含みます。）により運用することを指図することができ

ます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第１項第 14

号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形   
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③ 第 1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償 還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要

（スワップ取引の運用指図） と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融

商品により運用することを指図することができます。 第 15 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用

に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、

異なった受取金利または異なった受取金利とその元本

を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取

引」といいます。）を行うことの指図をすることができ

ます。 

④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、

信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる

投資の指図を行いません。 

（運用の基本方針） 

第 11 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定

める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限

が、原則として第３条に定める信託期間を超えないもの

とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解

約が可能なものについてはこの限りではありません。 

（投資する株式等の範囲） 

第 12 条 委託者が投資することを指図する株式は、証券取

引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商

品取引所および金融商品取引法第2条第 8項第 3号ロに

規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所

のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条

第 8項第 3号もしくは同項第5号の取引を行う市場およ

び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。

以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す

るもの、証券取引所に準ずる市場において取引されてい

る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株

主割当または社債権者割当により取得する株式につい

ては、この限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

（金利先渡取引の運用指図） 

第 16 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用

に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、

金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、

原則として第３条に定める信託期間を超えないものと

します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約

が可能なものについてはこの限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株

式で目論見書等において上場または登録されることが

確認できるものについては、委託者が投資することを指

図することができるものとします。 ③ 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で評価するものとします。 （信用取引の指図および範囲） 

④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

第13条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信用取引により株券を売付けることの指図をすること

ができます。なお、当該売付けの決済については、株券

の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ

とができるものとします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第17条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の

範囲内で貸付の指図をすることができます。 

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の

発行会社の発行する株券について行うことができるも

のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな

いものとします。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価

合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を

超えないものとします。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利

行使により取得する株券 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の

額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の

額面金額の合計額を超えないものとします。 

２．株式分割により取得する株券 

３．有償増資により取得する株券 

② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委

託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の

解約を指図するものとします。 

４．売出しにより取得する株券 

５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株引

受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に

属する新株予約権付社債券の新株予約権の行使に

より取得可能な株券 

③ 委託者は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めた

ときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

（保管業務の委任） （先物取引等の運用指図） 

第 18 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属す

る資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充

分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を

締結し、これを委任することができます。 

第 14 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用

に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、

わが国の証券取引所における有価証券先物取引（金融商

品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいま

す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28

条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有

価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項

第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取

引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの

指図をすることができます。なお、選択権取引はオプシ

ョン取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

（有価証券の保管） 

第 19 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等

に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで

きます。 

（混蔵寄託） 

第 20 条 金融機関または証券会社（金融商品取引法第 28 条

第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者およ

び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類

する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売

買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決

済する取引により取得した外国において発行された譲

渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金

② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが

国の取引所における金利に係る先物取引およびオプシ

ョン取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引

と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 
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第 29 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する

諸費用および受託者が立替えた立替金の利息は、受益者

の負担とし、信託財産中から支弁します。 

融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関

に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託でき

るものとします。 

（信託報酬） 第 21 条  

第 30 条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託

報酬を収受しません。 

（削除） 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

（収益の留保） 第 22 条 信託の登記または登録をすることができる信託財

産については、信託の登記または登録をすることとしま

す。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または

登録を留保することがあります。 

第 31 条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託

財産中に留保し、期中には分配を行いません。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第 32 条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額

と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては

追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金とし

て処理します。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託

者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記ま

たは登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることがで

きる信託財産については、信託財産に属する旨の記載ま

たは記録をするとともに、その計算を明らかにする方法

により分別して管理するものとします。ただし、受託者

が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分

別して管理することがあります。 

（一部解約） 

第 33 条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託

の一部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の基準価額に、

当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

（信託契約の解約） ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別する

ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする

方法により分別して管理することがあります。 

第 34 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を

解約することが受益者のため有利であると認めるとき、

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合

意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ

とができます。この場合において、委託者は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

（有価証券売却等の指図） 

第 23 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の

指図ができます。 

（再投資の指図） 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを

信託約款に定めるすべての証券投資信託がその信託を

終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、

信託を終了させます。この場合において、委託者は、あ

らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

第 24 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券

に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る

利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資す

ることの指図ができます。 

（損益の帰属） 

③ 委託者は、前２項の事項について、あらかじめ、解約し

ようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を

この信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し

ます。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

第 25 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じ

た利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第 26 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、

新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が

あるときは、受託者は資金の立替えをすることができま

す。 ④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一

定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付

記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算

分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金および

その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積

もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信

託財産に繰り入れることができます。 

⑤ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると

きは、第 1項の信託契約の解約をしません。 ③ 前 2項の立替金の決済および利息については、受託者と

委託者との間の協議によりそのつど別にこれを定めま

す。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたとき

は、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これ

らの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して

交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

（信託の計算期間） 

第 27 条 この信託の計算期間は、毎年 11 月 16 日から翌年

11 月 15 日までとすることを原則とします。 

⑦ 第 4項から前項までの規定は、第 2 項の規定に基づいて

この信託契約を解約する場合には適用しません。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間

終了日に該当する日（以下本項において「該当日」とい

います。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当

日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ

れるものとします。ただし、第 1 計算期間は平成 12 年

11 月 30 日から平成 13 年 11 月 15 日までとします。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第 35 条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託

終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で

除した額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交

付します。 （信託財産に関する報告） 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した

後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ

ん。 

第 28 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財

産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出しま

す。 

（償還金の支払い時期） ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産

に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 第 36 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、

受益証券と引き換えに当該償還金を受益者に対して支（信託事務の諸費用） 
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払います。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 37 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命

令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解

約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変

更しようとするときは、第41条の規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第38条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、

解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、

この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関

する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐ

ことを命じたときは、この信託は、第 41 条第 4 項に該

当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との

間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 39 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡すること

があり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡

することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ

ることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業

を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 40 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任

することができます。受託者がその任務に背いた場合、

その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者

は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。

受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任し

た場合、委託者は、第 41 条の規定にしたがい、新受託

者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 

第 41 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合

意のうえ、この信託約款を変更することができるものと

し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を

監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも

のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ

の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

この信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し

ます。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一

定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付

記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

④ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると

きは、第 1項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたとき

は、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これ

らの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して

交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取請求） 

第 41 条の 2 第 34 条に規定する信託契約の解約または前条

に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 34

条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対

して異議を述べた受益者は、受託者に対し、受益証券を、

信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで

きます。 

（公告） 

第 42 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新

聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第43条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、

委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（付則） 

第 1 条 第 16 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間

において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」

といいます。）における決済日から一定の期間を経過し

た日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る

国内または海外において代表的利率として公表される

預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以

下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その

取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の

現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額

および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗

じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で

決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受

を約する取引をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



用 語 解 説 - 五十音順 -  
 
株価指数先物取引  日経平均株価（225 種）や TOPIX（東証株価指数）などの株価指数を対象と

した先物取引のことです。ある将来の日の株価指数を今の時点で取り決めた

値段で取引することを約束する契約のことです。 

 

基 準 価 額  ファンドの純資産総額を受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をい

います。なお、便宜上 1万口当たりに換算した価額で表示されます。基準価

額は、委託会社の営業日において日々計算されます。 

 

純 資 産 総 額  ファンドの資産総額から負債総額を差引いたものです。日々時価評価されま

す。 

 

信託財産留保額  運用の安定性を高めると同時に、長期に保有する受益者との公平性を確保す

るために、信託期間の途中で解約する受益者が信託財産中に残していく金額

をいいます。なお、当ファンドには信託財産留保額はありません。 

 

信 託 報 酬  投資信託の運用・管理にかかる費用で、信託財産の中から委託会社・受託会

社・販売会社などに支払われます。 

 

追加型投資信託  信託期間中いつでも時価（基準価額）で購入できる投資信託です。 

 

 






